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【５】Ｂ型肝炎母子感染防止対策の実施忘れ（ＨＢワクチン接種等）

（１）発生状況

Ｂ型肝炎ウイルスキャリアの母親から生まれた児に対し、出生直後の抗ＨＢｓ人免疫グロブリン投

与のみが行われ、Ｂ型肝炎ワクチン投与が行われなかった医療事故が事業開始（平成１６年１０月）

から６件報告された。このうち、本報告書対象期間（平成２１年１０月～１２月）に報告された事例

は３件であった。

　

（２）事例概要

Ｂ型肝炎母子感染防止対策の実施忘れの医療事故６件の概要を以下に示す。いずれも、産科と小児

科の連携不十分等の理由により、１ヶ月検診時にＢ型肝炎ウイルスキャリアの母親から生まれた児で

あることに気付かず、必要なＨＢｓ抗原検査、ＨＢワクチン投与等を忘れた事例である。

事例１
産科医は、Ｂ型肝炎ウイルスキャリアの母親から２００１年に出生した児に、出生の当日、

ＨＢｓヒト免疫グロブリン（ＨＢＩＧ）を投与した。１ヶ月検診の際、医師はＨＢワクチン接

種の対象者であることに気付かず、その後、児にＨＢワクチンの投与を行わなかった。母親も

ＨＢワクチン接種を申し出なかった。出生から５年後、家族から問い合わせがあり、ワクチン

接種を行わなかったことに気付いた。

出産後の退院指導でＢ型肝炎も含めた指導をしたが、その内容を文書として渡していなかっ

た。通常、産科でＨＢワクチン接種の説明を行うが、ＨＢワクチンの投与は小児科で行っており、

産科と小児科の連携が不十分であった。

事例２
産科医は、Ｂ型肝炎ウイルスキャリアの母親から２００４年に出生した児に、出生の翌日、

ＨＢｓヒト免疫グロブリン（ＨＢＩＧ）を投与した。児の１ヶ月検診の際、母親がＢ型肝炎ウ

イルスキャリアであることが分からず、小児科医師は通常の１ヶ月検診を行った。このため、

本来行うべきＢ型肝炎母子感染防止対策が行われなかった。出生から３年後、母親は、２人目

の子供にはＢ型肝炎母子感染防止対策が行われたが、児には行われていないことに気付き、児

を当院小児科に受診させた。確認すると、Ｂ型肝炎母子感染防止対策の対象者から漏れていた。
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事例３
産科医は、Ｂ型肝炎ウイルスキャリア【HBs 抗原（＋）、HBe 抗体（‐）】の母親から２００７

年に出生した児に、出生の翌日、小児科医にＨＢｓヒト免疫グロブリン（ＨＢＩＧ）投与を依頼した。
産科医は、一般の１ヶ月検診と小児の消化器専門外来を予約するところ、一般の1ヶ月検診のみ
予約した。そのため、児は一般の１ヶ月検診のみを受けた。１年後、児の母親が他院のパンフレッ
トを見てＢ型肝炎母子感染防止対策について疑問をもち、当院小児科外来に問い合わせた。確認
すると、プロトコールに則ったワクチン接種対応がされていないことが発覚した。
退院前に母親に対し、Ｂ型肝炎母子感染防止対策のスケジュールを説明せず、外来カルテにも

その対象者であることを明記していなかった。また、産科医と小児科医の連携が不十分であった。

事例４
産科医は、Ｂ型肝炎ウイルスキャリアの母親に対し、出産前にＢ型肝炎母子感染防止対策に

ついて説明を行い、２００５年に出生した児に、ＨＢｓヒト免疫グロブリン（ＨＢＩＧ）を投
与した。１ヶ月検診の際、医師は、母親がＢ型肝炎ウイルスのキャリアであることに気付かず、
生後２ヶ月目にＨＢｓヒト免疫グロブリン（ＨＢＩＧ）とＨＢワクチンの投与、生後３. ５ヶ月
目のＨＢワクチン投与とその後の抗体産生の確認を行わなかった。
出生から約３年半後、児は発疹と発熱を認め、当院の小児科を受診した。その際行った検査

により児がＢ型肝炎ウィルスに感染していることがわかり、確認すると、Ｂ型肝炎母子感染防
止対策の対象者から漏れていた。児は、双胎第二子であったため、第一子についても確認した
ところ、第一子もＨＢｓ抗原陽性であり、Ｂ型肝炎ウィルスに感染していることがわかった。
産科医、小児科医、病棟助産師、看護師の連携が不十分であり、また、新生児チェックリス

トの記載が徹底されていなかった。

事例５（注1）

産科医は、Ｂ型肝炎ウイルスキャリアの母親に対し、出産前にＢ型肝炎母子感染防止対策につ
いて説明を行い、２００５年に出生した児に対し、出生後、ＨＢｓヒト免疫グロブリン（ＨＢＩＧ）
を投与した。ＨＢワクチン接種を依頼する紹介状を１ヶ月検診時に持参するように母親に説明し
手渡したが、母親は紹介状を持参するのを忘れ、医師もまた母親がＢ型肝炎ウイルスのキャリア
であることに気付かず、生後２ヶ月目にＨＢｓヒト免疫グロブリン（ＨＢＩＧ）とＨＢワクチン
の投与、生後３.５ヶ月目のＨＢワクチン投与とその後の抗体産生の確認を行わなかった。

事例６（注2）

産科医は、Ｂ型肝炎ウイルスキャリアの母親に対し、出産前にＢ型肝炎母子感染防止対策につ
いて説明を行い、２００６年に出生した児に対し、出生後、ＨＢｓヒト免疫グロブリン（ＨＢＩＧ）
を投与した。ＨＢワクチン接種を依頼する紹介状を１ヶ月検診時に持参するように母親に説明し、
手渡したが、母親は、紹介状を持参するのを忘れ、医師もまた母親がＢ型肝炎ウイルスキャリア
であることに気付かず、生後２ヶ月目にＨＢｓヒト免疫グロブリン（ＨＢＩＧ）とＨＢワクチン
の投与、生後３.５ヶ月目のＨＢワクチン投与とその後の抗体産生の確認を行わなかった。

（注1）（注 2） 事例５と事例６は、報告内容はほぼ同じであるが、事例５は「2005年に出生した児」に関する事例。事例６は「2006年に出生した児」

であり、別の事例である。
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（３）当該事例が発生した医療機関の改善策について

１）院内スタッフが実施すること

①保護者用のＢ型肝炎母子感染防止対策資料を作成する。

②Ｂ型肝炎母子感染防止対策マニュアルを作成し、産科医と小児科医へ周知徹底する。

③産科と小児科の連携を密にする。

④妊婦検診担当医は、母体がＨＢｓ抗原陽性の場合、診療録にそれを明示する。

⑤出生前の段階から小児科医師が関わり、類似事例の発生を防ぐ。

⑥退院前に小児科医が退院後の検診及び小児の消化器専門外来を予約する。

⑦小児科外来カルテにＢ型肝炎母子感染防止対策の対象者である旨を明示する。

⑧ 産科及び小児科の医師だけでなく、助産師や看護師も含めたカンファレンスを定期的に行

い、患者の情報共有を積極的に行える場を作る。

⑨新生児チェックリストの書式・記載方法を見直す。

⑩ 新生児チェックリストの記載方法について決定した事項を明文化し、産科、小児科、産科

病棟、小児科外来に周知徹底する。

⑪助産師、看護師もＢ型肝炎母子対策の指導を行う。

⑫母親用のパンフレットを用いてＢ型肝炎母子感染防止対策の指導を行う。

２）保護者に対する指導に関すること

① 小児科医は、最初のＨＢｓヒト免疫グロブリン（ＨＢＩＧ）筋注及びスケジュールの説明

を保護者に行う。

②Ｂ型肝炎母子感染防止対策についての説明及びパンフレットを活用する。

③ 妊婦検診担当医は、母親がＢ型肝炎ウイルスキャリアと判明した時点でＢ型肝炎母子感染

防止対策に関するパンフレットを渡し、その説明を行う。

④１ヶ月目の褥婦検診時にＢ型肝炎母子感染防止対策に関する指導を行う。

（４）Ｂ型肝炎母子感染防止対策対象者数の現状

わが国におけるＢ型肝炎母子感染防止事業は１９８５年に開始され、ＨＢｅ抗原陽性の妊婦から出

生してくる児に対する感染防止対策が公費で行われてきた。その結果、１９９５年に出生した児の母

子感染によるＨＢＶキャリア率は０. ０２４％と推定され、事業開始前に比べ約１/１０に低下してい

ることが報告されている１）。

東京都の母子保健事業報告年報２）によると、平成１９年の妊婦検診受診数は１０４, ５４８人（受

診率９１. ３％）に対しＨＢｅ抗原陽性の妊婦が３６７人（０．３５％）である。このことからわかる

ように、現在、Ｂ型肝炎母子感染防止対策の対象となる児が出生することは、医療機関にとってしば

しば経験することではないと考えられる。

（５）Ｂ型肝炎母子感染防止対策について

厚生労働省は、各都道府県、政令市、特別区に対し、平成１６年４月２７日付雇児母発第

０４２７００１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知「Ｂ型肝炎母子感染防止対策の

周知徹底について」３）を発出し、各医療機関において適切な処置が行われるよう指導することを求め
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ている。更に、厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課より平成２１年１２月４日付の事務連絡４）

では、医療機関内の産婦人科と小児科の連携不足等の理由でＢ型肝炎ウイスルキャリアの妊婦から生

まれた児に対して、出生直後の抗ＨＢｓ人免疫グロブリン投与のみが行われ、Ｂ型肝炎ワクチン接種

が行われず、母子感染が成立したと考えられる症例が報告されたことを受けて、Ｂ型肝炎母子感染防

止対策の周知徹底を指導している。

また、厚生労働省は、Ｂ型肝炎ウイルスの母子感染防止のスケジュール５）を次のように示している。

《厚生労働省，Ｂ型肝炎について（一般的なＱ＆Ａ）》一部抜粋

・ ＨＢｓヒト免疫グロブリン（ＨＢＩＧ）は出生後できる限り早期に（遅くとも４８時間

以内に）筋注することが必要です。

・ 特に、母親がHBe抗原陽性のＢ型肝炎ウイルス持続感染者（ＨＢＶキャリア）である時は、

注意深く経過を観察しながら予防を行ない、子供の血中のＨＢｓ抗体価が不十分であっ

たり、検出されなくなった場合には、図に示した基本的なプログラムに加えて適宜ＨＢ

ＩＧ、ＨＢワクチンを追加投与して慎重に予防を行います。

専門医が注意深く上記のプロトコールに従って母子感染予防を実施すれば、ＨＢｅ抗原陽

性の母親から生まれた子供の９５％～９７％がキャリア化を免れるとの成績が得られていま

す。

詳しくは末尾に参考文献として挙げてある成書をみるか、あらかじめ専門医に相談してく

ださい。

（６）まとめ

報告された事例から、医療機関にとってＢ型肝炎ウイルスキャリアの母親の出産はしばしば経験す

ることではない。Ｂ型肝炎母子感染防止対策の実施にあたっては、医療機関において、いつ、誰が、

何を行うべきか、また、どのような手順で行うべきかを産婦人科、小児科で確認し、Ｂ型肝炎母子感

染防止対策の実施忘れを防ぐことの必要性が示唆された。
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